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1 佐久
さく

市
し

朝日
あさひ

橋
ばし

下
した

河川改修　L=1.35km 900,000
2025
(R7)

B A A

2 上田
うえだ

市
し

北
ほっ

街道
かいどう

河川改修　L=0.44km 700,000
2025
(R7)

B

-
事業
着手

-
事業
着手 ○ ○A A A

当該区間の上流では令和元年東日本台
風の洪水により堤防が破堤し、甚大な浸
水被害が発生したことから、災害復旧助
成事業を実施している。当該区間は河積
断面が小さく、流下能力が不足しているこ
とから、早期の整備が必要であり、事業着
手が妥当と判断する。

所管課の意見が妥当であると判断す
る。

○ ○

3 東御市
とうみし

本海野
もとうんの

河川改修　L=0.31km 400,000
2025
(R7)

B

所管課の意見が妥当であると判断す
る。 -

事業
着手

-
事業
着手

B A A A A

局地的な豪雨により幾度も溢水間際と
なった経過があることや地域連携型の
かわまちづくり事業との関連性が高い
ことから、早期の整備が必要であり、
事業着手が妥当と判断する。

○ ○-

4 長野市
ながのし

若槻
わかつき

東
ひがし

条
じょう

河川改修　L=0.05km 300,000
2025
(R7)

A

所管課の意見が妥当であると判断す
る。

B A A A A

周辺の都市化が著しく、局地的な豪雨
の際には浸水リスクが非常に高いこと
から、早期の整備が必要であり、事業
着手が妥当と判断する。

事業
着手

-
事業
着手

A Ｂ A A A

平成13年8月には浸水被害が発生し
ており、周辺は都市化が進んでいる地
域であることを踏まえ、浸水リスクの軽
減を図るために早期の整備が必要で
あり、事業着手が妥当と判断する。

○ ○
所管課の意見が妥当であると判断す
る。 -

事業
着手

-
事業
着手

合　　　　　　　　計 4箇所 2,300,000


